
指定管理者候補者の選定結果について 

 
 地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことに伴い，南区産業振興課が所

管する新潟市しろね大凧と歴史の館について，施設の設置目的をより効果的・効率的に達

成するため，８月２５日より指定管理者を公募しておりましたが，以下のとおり候補者を

選定しました。 
 
施設名 新潟市しろね大凧と歴史の館 
所在地 新潟市南区上下諏訪木１７７０番地１ 
指定管理者 
選定委員会 

委員長 髙橋 直廣 (南区区長) 
委員  山崎  稔 (南区観光協会会長代行) 
委員  田村 和雄 (新潟市しろね大凧と歴史の館名誉館長) 
委員  佐藤  弘 (白根凧合戦協会会長) 
委員  渡辺 哲哉 (南区産業振興課課長) 

指定管理者 
（候補者） 

名称  財団法人新潟市開発公社 
代表者 理事長 鈴木 広志 
住所  新潟市中央区白山浦１丁目６１３番地６９ 

指定期間 
（予定） 

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

選定理由 新潟市しろね大凧と歴史の館の指定管理者候補者の選定にあたっては，

３団体から応募があった。 
平成２０年１０月１７日に選定委員会を開催し，応募３団体のプレゼン

テーションと選定委員による事業者へのヒアリングを実施した。 
その後，施設運営の基本方針，組織・人員配置，集客促進，支出計画書

等の評価項目について各委員が採点を行った。 
その結果，合計点数が上位で，かつ下記の理由により，上記の団体が最

適であるとして選定した。 
新潟市しろね大凧と歴史の館の管理運営に必要な組織体制や人材の配置

に優れ，実現性のある事業計画を提案していること，また，算出根拠のし

っかりした支出計画となっており，他団体に比べて総合的に優れていると

評価された。 
なお，上記の委員会で決定された評価項目・評価結果は別表のとおりで

ある。 
スケジュール 公募周知・公募要領等の配布 平成２０年８月２５日～ 

現場説明会         平成２０年９月８日 
公募に関する質疑の締め切り 平成２０年９月１６日 
応募書類の受付       平成２０年９月２９日～９月３０日 
指定管理者選定委員会    平成２０年１０月１７日 
今後，平成２０年１２月市議会の議決を経て指定管理者に指定される。 

所管部署 
（問合せ先） 

南区産業振興課 担当者 齋藤 
TEL：０２５－３７３－１０００ 内線６５０１ 
E-mail:sangyo.s@city.niigata.lg.jp 

 



別紙（評価項目・評価結果） 
 

評価項目 配点 候補者 Ａ社 Ｂ社 

応募団体の評価 経営基盤・財政状況について ５ ４.４ ３.６ ３.６ 

施設運営の基本

方針 

施設の設置目的を踏まえた基

本方針について 
１０ ８.４ ７.２ ７.２ 

観覧者等の集客

促進に向けた計

画 

指定期間である５年間の各年

度の集客目標と集客対策の具

体的な計画について 

１０ ９.２ ６.８ ７.２ 

経費の節減など

の効率的な施設

の管理運営方針 

人員経費や施設維持管理経費

などについて，経費節減する上

で有効となる方策について 

１０ ８.４ ８.０ ６.８ 

必要人材の配置と人材育成の

方策について 
５ ４.４ ３.８ ３.６ 

専門知識を有する人材を活用

する方針について 
５ ４.２ ３.６ ３.２ 

安定的な施設運

営を実施する体

制 

地域の人材を活用する方針に

ついて ５ ４.０ ３.４ ３.２ 

障がい者や高齢者などへの配

慮について 
５ ４.２ ３.６ ４.２ 

観 覧 者 等 の 平

等・公平使用を

確保する計画 関係団体が施設を使用するに

当たり平等・公平な取扱い方針

について 
５ ４.２ ３.２ ３.６ 

観覧者等が，安心・安全に観覧

できるような方策について 
５ ３.８ ３.８ ４.２ 

緊急時に即応した指揮命令系

統について 
５ ４.０ ３.６ ４.０ 

施設の安全管理 

展示品の盗難防止等の具体的

な警備体制について 
５ ３.４ ３.６ ３.８ 

ボランティアスタッフの活用

と育成方針について 
５ ４.０ ３.６ ３.２ 

ボランティアス

タッフや関係団

体との連携 利用団体や関係団体と連携す

る方針について 
５ ４.０ ３.８ ３.４ 

その他，良好な

施設の管理運営

に関し有効な提

案 

 

５ ４.２ ４.０ ３.２ 

収支計画 予算の範囲内での適正な執行

を行い，長期的な施設運営を可

能とする収支計画について 

１０ ８.４ ６.８ ６.４ 

合計  １００ 83.2 72.4 70.8 

 


